
研修講師に関する受託事業取扱要綱 

 

（目 的） 

第１条 外部団体等から大阪市水道局に対して依頼のあった研修及び講習会の講師（以下「研修講師」という。）に

関する受託事業の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（受託事業として取り扱う範囲） 

第２条 研修講師のうち、研修講師審査会（以下「審査会」という。）が、次の各号に該当すると判断したものを、

受託事業として取り扱う。 

(1) 研修の目的及び内容が、公共水道事業体の人材育成又は水道業務に携わる際に法令等で必要とされている公

的資格者の養成に資するなど、公益性が高い。 

(2) 依頼者及び主催者が、国、他の地方公共団体、その他の公共団体、又は本市水道事業と関連を有する公益に

関する団体等である。 

(3) 日時、場所、受講者、受講料、及び周知募集など、研修の実施方法全体を総合的に検討した結果、公益性及

び公共性が高く、また、研修講師を通じて当局職員の能力開発等を図ることができる。 

(4) 受託事業として依頼に応じても、当局の本来業務に支障が生じない。 

(5) 依頼者が、適正な対価を支払う旨を申し出ている。 

 

（前条第５号の対価の基準額） 

第３条 前条第５号に掲げる対価は、直近の決算の補職別１時間当たり人件費に１．５ないし２を乗じて算出した講

師人件費に、当該研修講師の講義時間を乗じ、交通費及び研修準備経費等の実費を加えた金額を基準とする。 

２ 前項の補職別1時間当たり人件費は、給料、地域手当、管理職手当及び法定福利費の合計額とする。 

３ 第１項の規定に関わらず、依頼者が国等が定める支払基準又は国等に準じた支払基準により対価を支払う旨を申

し出ている場合は、審査会の審議により、当該対価を講師人件費とすることができる。 

 

（受託契約の締結及び履行等） 

第４条 審査会が第２条各号に該当すると判断した研修講師については、依頼者との間で受託契約を締結しなければ

ならない。 

２ 前項の受託契約の締結を担当した所属長は、当該契約に従って研修講師に関する業務を履行し、その対価を依頼

者から受領しなければならない。 

３ 第1項の研修講師を担当した局職員は、当該研修講師の終了後速やかに、履行結果を復命しなければならない。 

 

（施行の細則） 

第５条 この要綱の施行について必要な事項は、審査会が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成22年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成24年１月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 


